
公益社団法人新潟県看護協会 訪問看護ステーションにいがた 

訪問看護・介護予防訪問看護 

契約書別紙（兼重要事項説明書） 

 
 

   ご利用者様   様（以下「利用者」と略します。）へのサービスの提供開始にあたり、県条例等の規定に基づ

き、当事業者が利用者に説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 公益社団法人新潟県看護協会 

主たる事務所の所在地 〒951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町2-11 

代表者（職名・氏名） 会長 池田 良美 

設立年月日 昭和28年9月15日 

電話番号 025-265-1225 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 公益社団法人新潟県看護協会訪問看護ステーションにいがた 

サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

事業所の所在地 〒951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町3丁目33番2号 

電話番号 025-266-0212 

介護保険 

指定年月日・事業所番号 
平成12年 4月 1日指定 1560190025 

医療保険 

指定年月日・事業所番号 
平成 6年 3月 7日指定 01,9002,5 

管理者の氏名 増田 幸恵 

通常の事業の実施地域 新潟市 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護又は要支援状態にある利用者などが、その有する能力に応じ、可能な限り居

宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を

図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、訪問看護サービス又

は介護予防訪問看護サービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法

令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・

福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の

防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努

めます。 

 

４．提供するサービスの内容 

訪問看護（又は介護予防訪問看護）は、病状が安定期にある利用者について、保健師、看護師、准看護師、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「訪問看護職員」といいます。)がそのお宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の

補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るサービスです。 



５．営業日時 

営業日 

月曜日から金曜日まで 

ただし、国民の祝日（振り替え休日を含む）及び8月13日から8月15日、年末年始

 （12月29日から1月3日）を除きます。 

営業時間 

 ８時４５分から１７時３０分まで 

※当事業所は24時間の連絡相談と必要に応じて緊急時の訪問を行うことができ

る体制を設けています。 

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

看護師・保健師 常勤 5人（看護師4人、保健師1人）、非常勤 4人（看護師3人） 

事務職 常勤 1人 

 

７．サービス提供の担当者 

サービス提供の担当職員(訪問看護職員)及びその管理責任者は下記のとおりです。 

担当職員の交替を希望する場合は、できる限り対応しますので、管理者までご連絡ください。 

サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、お申し出ください。 

訪問看護職員の氏名 看護師     保健師 

管理責任者の氏名 所 長   増田 幸恵 

 

８．利用料 

  

（１）利用料 

訪問看護・介護予防訪問看護利用料は、適用される保険の種別により厚生労働大臣が別紙「訪問看護利用料（医療保

険）」「訪問看護利用料・介護予防訪問看護利用料（介護保険）」のとおりに定めています。 

適用される保険種別の対象者などは下記のとおりです。 

保険種別 
介護保険による 

訪問看護・介護予防訪問看護 
医療保険による訪問看護 

訪問看護を 

利用できる方 

介護保険の要支援や要介護に認定さ

れた方で主治医が訪問看護を必要と

認めた方 

① 介護保険で非該当（自立）と認定さ

れた方 

② 介護保険の被保険者で、厚生労働大

臣が定める疾患や病状の方 

③ 介護保険の被保険者でない方 

④ 介護保険による訪問看護・介護予防

訪問看護の利用者で、病状により特

別訪問看護指示書を交付された方 

定めとなる法律・制度 介護保険法の定めによる 医療保険制度の定めによる 

その他保険外料金 必要物品等の実費・医療保険の休日利用料・お清め料など 

 なお、別紙の利用料金は厚生労働大臣が定める金額であり、これが改正された場合は、利用料も自動的に改定されま

す。その場合は、事前に新しい利用料を書面でお知らせします。 

 また、介護保険による訪問看護・介護予防訪問看護をご利用のとき、介護保険給付の区分支給限度基準額を超えてサー

ビスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただく事となりますのでご留意ください。 

 

（２）公的保険を利用できない場合の利用料  



 高齢者の医療の確保に関する法律や健康保険法および介護保険法等公的保険による訪問看護を利用している利用者

が、居宅以外の場所で訪問看護を利用するときは、公的保険を利用できません。その場合の利用料金は別紙「訪問看護

等利用料金（公的保険を利用できない場合）」のとおりに定めています。 

 

（３）キャンセル料 

 訪問をキャンセルされる場合は、前日の 17時 30分までにご連絡ください。当日、訪問をキャンセルされる場合は、

キャンセル料が発生します。ただし、体調不良による緊急受診、入院の場合はこの限りではありません。 

 

（４）支払い方法 

 上記（１）から（３）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月毎にまとめて請求しますので、次のいずれか

の方法によりお支払いください。 

 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、下記支払い方法に応じ

お渡し致します。 

支払い方法 支払い要件等 

ゆうちょ引落 

ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方で口座引落しをご希望の方は所定の手続き完

了後にご利用いただけます。１回の引落しにつき10円の振替手数料をご負担い

ただきます。 引落日：毎月30日(休日の場合は翌営業日) 

金融機関引落 

新潟県内に本店がある銀行に口座をお持ちの方で口座引落しをご希望の方は所

定の手続き完了後にご利用いただけます。１回の引落しにつき82円の振替手数

料をご負担いただきます。引落日：毎月30日(休日の場合は翌営業日) 

銀行振込 
請求書を郵送いたしますので、当事業所口座へお振込み下さい。 

振込手数料はご利用者様のご負担となります。 

現金払い 
利用料が決定後、訪問時に訪問看護職員が請求書をお持ちします。訪問してい

る訪問看護職員にお支払いください。領収書をお渡しいたします。  

 

９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを

行うとともに、速やかに下記の主治医へ連絡し指示を求める等、必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

主治医または担当医 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

緊急時連絡の取れる方 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

緊急時連絡の取れる方 

 

１０．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員（又は地域包括支援セ

ンター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

１１．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

連絡先 電話 ０２５－２６６－０２１２  FAX ０２５－２６６－０２２９ 

窓口設置場所 公益社団法人新潟県看護協会 訪問看護ステーションにいがた 

窓口責任者 所長 増田 幸恵 

 

受付時間 

 

月曜日から金曜日の８時４５分から１７時３０分 

 ただし急を要する場合は、時間外でも受け付けます。 

 休日、時間外や事務所不在時は携帯電話①090-7196-0878もしくは 

②090-5528-6022へお掛け下さい。 



（２）当事業所にお話になりにくい場合は下記にご相談ください 

苦情受付 

機関 

居宅介護支援事業所 

担当介護支援専門員 
電話     

公益社団法人 新潟県看護協会   ＊２ 電話  ０２５－２６５－１２２５ 

新潟市中央区健康福祉課      ＊ 電話  ０２５－２２３－７２１６ 

新潟県国民健康保険団体連合会   ＊ 電話   ０２５－２８５－３０２２ 

新潟市地域包括支援センター    ＊ 電話   

  ＊印 受付時間 9時～17時 （土・日・祝日 12/29～1/3は除く） 

   ＊２印 受付時間 9時～17時 （土・日・祝日 8/13～8/15 12/29～1/3 は除く） 

１２．虐待防止に関する事項 

1 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員等に周知徹底 

を図ります。 

 （２）虐待の防止のための指針を整備いたします。 

 （３）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施をいたします。 

 （４）利用者及びその家族、または職員からの通報を適切に処理する体制を整備いたします。 

 （５）成年後見制度の利用を支援します。 

 （６）その他虐待防止のための必要な措置をいたします。 

 ２ 事業者は、サービス提供中に、養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)又は当該事業所職員に 

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報いたします。 

虐待防止責任者・担当者    所長    増田 幸恵       

 

１３．身体拘束に関する事項 

 １ 身体的拘束等の適正化のための措置 

   事業所は、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな 

いこととし、以下の対策を講じます。 

 （１）身体的拘束を行う場合には、主治医及び他機関と連携を図り、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

（２）身体的拘束等の適正化の為の指針を整備致します。 

（３）身体的拘束などの適正化の為の委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。 

（４）職員に対して身体的拘束等の適正化の為の研修等を定期的に実施します。 

 

１４．ハラスメントの防止に関する事項 

 １ 事業所は、働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組

みます。 

事業所では、身体的暴力・精神的暴力及びセクシャルハラスメントを総称してハラスメントとしています。 

 （１）職場内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組 

織として許容しません。 

①身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

③意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者のかた、利用者及びその家族等が対象となります。 

（２）ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、ハラスメント防止委員会により、再発 

防止策を検討します。 

（３）職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの

場や相談窓口の設置を行い、ハラスメント発生状況の把握に努めます。 

（４）ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡・相談・環境改善・利用契約の解除等の措

置を講じます。 



１５．感染症対策に関する事項 

 １ 事業所において感染症の発生、又は蔓延しないように次に掲げる措置を講じます。 

（１）職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。事業所の設備及び備品等について衛生的な

     管理に努めます。 

（２）事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備致します。 

（３）事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果につい

     て、職員に周知徹底を図ります。 

（４）職員に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１６.事業継続に向けた取り組みに関する事項 

 １ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じ

ます。 

（１）職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

（２）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１７．災害発生時の対応に関する事項 

   災害発生時は、関係機関からの情報や被害状況を把握し安全を確認した上で、利用者の安全確認、避難誘導の促し、主

治医や関係機関との連携など必要な支援に努めます。                             

    ただし、その規模や被害状況により、通常の業務を行えない場合があります。また気象庁からの地震情報、災害情報及び

予知情報等の発令の段階で、地域内での活動が危険と判断した場合は、業務を行わない場合があります。 

    また、災害の状況によっては、訪問先から訪問看護職員を避難させることがあります。 

 

１８．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。 

    ・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

（２）訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員 

（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

（４）保険証や医療受給者証などを確認させて頂きます。これらの書類に変更が生じた場合はお知らせください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護保険における訪問看護費と利用者様負担額についてご説明いたします。

「利用者様負担額」は、訪問看護費の1割または2割・3割です。

なお、この料金は介護保険法に基づく料金です。

【基本料金】

《介護予防訪問看護》

《訪問看護》

厚生労働大臣が定める下記の要件を満たす場合、毎回ごとに加算。

①全ての看護師が計画に沿って研修を受けていること

②利用者の情報やサービス提供にあたっての留意事項の伝達のための会議、看護師の技術指導の

　　ための会議を開いていること

③全ての看護師の健康診断を行っていること

④勤続年数が7年以上の看護師が、職員の3割を超えていること

上記Ⅰの①～③は同様

④勤続年数が3年以上の看護師が、職員の3割を超えていること

60 　円/回 6 　円/回

30 　円/回 3 　円/回

【早朝・夜間・深夜加算】

8時～18時以外の時間帯に、あらかじめ計画した訪問看護を提供した場合、毎回ごとに加算。

早朝（6～8時前）・夜間（18～22時前）＝基本料金に25％を加算　

深夜（22～6時前）＝基本料金に50％を加算

《介護予防訪問看護》

訪問看護料金　（介護保険） 令和 ７ 年 4月 １日改正

　＊20分未満の訪問看護の場合、1回/週以上　20分以上の訪問看護を行っていることが必要。

円/回

823 円/回

円/回 303

30～60分未満 7,940

公益社団法人　新潟県看護協会

訪問看護ステーションにいがた 

円/回 794 円/回

円/回20～30分未満

円/回

利用者様負担額(1割の場合）

円/回

471 円/回

円/回

4514,510 円/回

11,280

314

4,710

8,230

円/回

3,140

提供時間 訪問看護費 利用者様負担額(1割の場合）

20分未満 3,030

訪問看護ステーションにいがたは、要件を満たしておりますのでⅠを加算させていただきます。

サービス体制強化加算

 　Ⅰ・要件

円/回 379 円/回

利用者様負担額(1割の場合）

3,790

1,128

提供時間

20分未満

20～30分未満

30～60分未満

60～90分未満

円/回

円/回

60～90分未満 10,900 円/回

提供時間 加算後の訪問看護費 利用者様負担額(1割の場合）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ・要件

訪問看護費

円/回 1,090

訪問看護費

【サービス提供体制強化加算】

早朝・夜間

30～60分未満

13,630

9,930 円/回

20分未満

円/回

20～30分未満 5,640

円/回 1,363 円/回

993

円/回

60～90分未満

円/回 564

 



《訪問看護》

3,930

※新潟市に所在する事業所については、上記の各金額1円単位1.021円での算定になります。

【緊急時訪問看護加算】 ＊区分支給限度基準額には含まれない。

【特別管理加算】 ＊区分支給限度基準額には含まれない。

【初回加算Ⅰ・Ⅱ】  

【退院時共同指導指導加算】

円/回 455 円/回

677 円/回

30～60分未満 11,910

1,029

円/回

円/回 1,191 円/回

1,635円/回

利用者様負担額(1割の場合)

20分未満

20～30分未満 5,890 円/回 589

提供時間 加算後の訪問看護費

20分未満 4,710 円/回 471 円/回

深夜

提供時間

円/回

加算後の訪問看護費

円/回20～30分未満 6,770

円/回

円/回 393 円/回

円/回

60～90分未満 16,350

30～60分未満 10,290

利用者様負担額(1割の場合)

20分未満 4,550

60～90分未満

早朝・夜間

円/回

16,920 円/回 1,692 円/回

30～60分未満

円/回

円/回 1,235 円/回12,350

1,410円/回14,100

深夜

提供時間 加算後の訪問看護費 利用者様負担額(1割の場合)

20～30分未満 7,070 円/回 707

※上記、利用者様負担額はあくまでも目安となります。介護報酬の算定は単位数を合算して行うこととなっており、実際の請求金額と誤差

が生じる場合があります。

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合)

6 ,000 円/月 600 円/月

60～90分未満

利用者からの電話に常時対応でき、必要に応じて緊急時訪問看護を行える体
制をとっている場合に加算。

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)　　　※看護業務の負担の軽減に資する十分な業務
管理等の体制整備が行われている場合。

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合)
特別な医療管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行った場合に
加算。

2 ,500 円/月 250 円/月
特別管理加算（Ⅱ）
在宅酸素療法､深い褥創の処置などを行っている場合

5 ,740 円/月 574 円/月 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)　　　※（１）の※に該当しない場合。

＊緊急訪問をした場合は、訪問に要した時間に応じて基本料金と同額。ただし、2回目以降の緊急訪問が、早朝・夜間・深夜帯の場
合、 その時間帯に応じた料金。

5 ,000 円/月 500 円/月
特別管理加算（Ⅰ）
気管カニューレ、留置カテーテルなどを装着している場合

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合)

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合)
退院（退所）前に、病院や老人保健施設において退院（退所）後の在宅療養に
ついて指導、相談を行った場合に加算。6，000円/月 600 円/月

初回の訪問看護を行った場合Ⅱ　　　3,000円/月 300円/月

Ⅰ　　　3,500円/月 350円/月

新規の利用者及び過去2ヵ月間において、訪問看護（医療保険による訪問看護を含

む）の提供を受けていない利用者で、新たに訪問看護計画を作成した場合に加算。

病院、療養所、介護保険施設等から退院した日に訪問看護師が初回の訪問看
護を行った場合

 



【口腔連携強化加算】

【看護・介護職員連携強化加算】

【複数名訪問看護加算（Ⅰ）】

【複数名訪問看護加算（Ⅱ）】

【長時間訪問看護加算】

【ターミナルケア加算】 ＊区分支給限度基準額には含まれない。

【遠隔死亡診断補助加算】

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合) 医師が行う死亡診断等について、ICTを活用した在宅での看取りに関する
研修を受けた看護師が補助した場合。

1,500 円/月 150 円/月

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合) 口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医

療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったとき
は、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。500円/月 50 円/月

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合) 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」等の内容を踏まえ利用者本人様と話し合いを行い、利用者本人様の意
思決定を基本に居宅介護支援事業者、医療及び介護関係者と十分な連
携を図って、終末期の看護サービスを提供した場合に加算。

25,000 円/月 2,500 円/月

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合) 特別管理加算を算定されている利用者様に、９０分以上の訪問看護を提
供した場合に加算。3,000 円/回 300 円/回

2,010 円/回 201 円/回 ２人目の職員の訪問時間が30分未満の場合

3,170 円/回 317 円/回 ２人目の職員の訪問時間が30分以上の場合

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合)
厚生労働大臣の定める状態の利用者様に、同時に看護師と看護補助者
で訪問した場合に加算。

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合)
厚生労働大臣の定める状態の利用者様に、同時に複数の看護師で訪問
した場合に加算。

2,540 円/回 254 円/回 ２人目の職員の訪問時間が30分未満の場合

4,020 円/回 402 円/回 ２人目の職員の訪問時間が30分以上の場合

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合) 訪問介護事業所と連携して、痰の吸引や胃腸瘻などからの経管栄養が必
要な利用者様の計画作成や訪問介護員への助言などの支援を行った場
合に加算。2,500 円/月 250 円/月

 



【看護体制強化加算】介護予防

【看護体制強化加算（Ⅰ）】

【看護体制強化加算（Ⅱ）】

〔その他利用料〕

円

円

円

円

2,000 円/月 200 円/月

下記に掲げる基準のいずれにも適合する場合に算定。
①前６ヶ月において利用者総数のうち緊急時訪問看護加算を算定した利
用者の占める割合が５０/１００以上であること。
②前６ヶ月において利用者総数のうち特別管理加算を算定した利用者の
占める割合が２０/１００以上であること。
③訪問看護の提供にあたる従業員の総数に占める看護職員の割合が６
割以上であること。

100 円/月

利用者負担額(1割の場合)

利用者負担金の額

利用予定日の前日１７時３０分までに、ご連絡いただいた場合

９時から１８時

利用者負担額(1割の場合)訪問看護費

下記に掲げる基準のいずれにも適合する場合に算定。
①前６ヶ月において利用者総数のうち緊急時訪問看護加算を算定した利
用者の占める割合が５０/１００以上であること。
②前６ヶ月において利用者総数のうち特別管理加算を算定した利用者の
占める割合が２０/１００以上であること。
③前１２ヶ月においてターミナルケア加算を算定した利用者が５名以上で
あること。
④訪問看護の提供にあたる従業員の総数に占める看護職員の割合が６
割以上であること。

下記に掲げる基準のいずれにも適合する場合に算定。
①前６ヶ月において利用者総数のうち緊急時訪問看護加算を算定した利
用者の占める割合が５０/１００以上であること。
②前６ヶ月において利用者総数のうち特別管理加算を算定した利用者の
占める割合が2０/１００以上であること。
③前１２ヶ月においてターミナルケア加算を算定した利用者が１名以上で
あること。
④訪問看護の提供にあたる従業員の総数に占める看護職員の割合が６
割以上であること。

1,000 円/月

5,500 円/月 550 円/月

訪問看護費

訪問看護費 利用者負担額(1割の場合)

当日ご連絡をいただいた場合

当日までにご連絡がなく、職員が出向いた場合

必要物品等の代金

キャンセル料

6時から９時　・　１８時から２２時

２２時から６時

お清め料

10,000

12,000

14,000

やむを得ず療養の為に必要な物品を代わって購入した場合

なし

実費+消費税

ただし、体調不良による緊急受診、入院の場合は不要とします。

ご自宅で亡くなられた時、ご希望によりお体を拭いたり、着替
えたりした場合

4,000

 

 

 

 



公益社団法人新潟県看護協会

訪問看護ステーションにいがた

医療保険における訪問看護療養費と利用者様負担額についてご説明いたします。

〔利用者様負担額〕は、〔訪問看護療養費の合計〕に、各保険証の負担割合を乗じた額です。

なお、この料金は医療保険制度に基づく料金です。

5,550 円/回

6,550 円/回

2,650 円/回

2,000 円/回

週３回
まで

4,500 円/回

3,000 円/回

2,100 円/回

4,200 円/回

7,670 円/回

3,000 円/回

2,500 円/回

主治医の指示を受けて、緊急の求めに応じて訪問看護を行った場合の料金(月
１４日目まで）

緊急訪問看護加算

訪問看護管理療養費

褥瘡に関する危険因子の評価を行い、適切な褥瘡対策の看護計画の作成、実
施及び評価を行う。
主治医に対し、訪問看護計画書や報告書を提出するとともに、連携確保のため
に計画的な管理を行った場合の料金

毎月の初日

訪問看護管理療養費（Ⅱ）　２日目以降
訪問看護管理療養費（Ⅰ）の要件に該当しない場合

夜間早朝深夜加算
６～８時前あるいは１８～２２時前の間に訪問看護を行った場合の加算料金

２２時～６時前の間に訪問看護を行った場合の加算料金

訪問看護基本療養費（Ⅲ） 8,500 円/回
退院後に指定訪問看護を受けようとする入院患者が、退院に備えて一時的に
外泊している時に訪問した場合の料金

訪問看護管理療養費（Ⅰ）２日目以降　　２日目以降(同一建物居住者であるものが占

める割合が7割未満であり、特掲診療料の施設基準等別表第7・第8に揚げる者に対
する訪問看護について月に４人以上実績を有している場合

複数名訪問看護加算

厚生労働大臣が定める状態の利用者様に、同時に複数の職員で訪問看護を
行った場合の加算料金

２人目の職員が、看護師、理学療法士や作業療法士などの場合

２人目の職員が、上記職員やその他の職員の場合

長時間訪問看護加算 5,200 円/回

特別管理加算を算定している利用者様などに１回につき９０分を超える訪問をし
た場合の加算料金

週１回
まで

(1)　特掲診療料‣別表８に掲げる利用者の場合

(2)　特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書で訪問看
護を行う場合

15歳未満の超重症児又は準超重症児の利用者の場合及び(２)の15
歳未満の小児の利用者の場合

主治医の指示を受けて、緊急の求めに応じて訪問看護を行った場合の料金(月
１５日目以降）

難病等複数回訪問加算

4,500 円/回
厚生労働大臣の定める病気などの利用者様に、1日２回訪問した場合の２回目
の料金

8,000 円/回
厚生労働大臣の定める病気などの利用者様に、1日3回訪問した場合の２回目
と３回目の合計料金

訪問看護利用料金　（医療保険）  令和7年4月1日改正

[訪問看護療養費]

訪問看護基本療養費（Ⅰ）

訪問看護指示書、計画書に基づいて訪問看護を行った場合の料金

週３日まで

週４日目から７日まで

 



6,800 円/月

6,520 円/月

6,000 円/回

8,400 円/回

50 円/月

Ⅰ　1500 円/月

Ⅱ　1500 円/月

Ⅲ　1500 円/月

25,000 円/月

10,000 円/月

時間延長利用料

１回 １００円 +消費税

１回 ２００円 +消費税

１回 ３００円 +消費税

10,000 円

12,000 円

14,000 円

4,000 円

　　　ただし、体調不良による緊急受診や入院の場合は不要とします。

上記以外の場合

利用者や家族からの電話に常時対応でき、必要に応じて緊急時訪問看護を行える体制をとっ
ている場合

看護業務の負担軽減の取組を行っている場合の加算料金

必要物品の代金 実費+消費税 やむを得ず、療養の為に必要とする物品等を代わって購入した場合

お清め料

キャンセル料

ご自宅で亡くなられた時、ご希望によりお体を拭いたり、お見送りの準備をお
手伝いいたします

９時から１８時

６時から９時・１８時から２２時

２２時から６時

当日までにご連絡がなく、職員が出向いた場合

当日ご連絡をいただいた場合

利用予定日の前日１７時３０分までに、ご連絡いただいた場合

利用者負担金の額

　　　なし

休日利用料 1,500円 60分未満につき 休日（土日、祝日、8/13～8/15、12/29～1/3）に訪問した場合

交通費

事業所から自宅までの距離が２ｋｍ未満

事業所から自宅までの距離が２～５㎞未満　

事業所から自宅までの距離が５㎞以上　

訪問看護ターミナルケア療養費2
特別養護老人ホームに入所中で、看取り介護加算等を算定している利用者様に、主治医と連
携して終末期の看護サービスを提供した場合の料金

〔その他利用料〕

1,200円 ３０分につき
長時間訪問看護加算を算定する場合以外に、訪問看護に要した時間が90
分を超えた場合

訪問看護情報提供療養費

厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、保健福祉サービスとの連携を強化することを目的に、

利用者の住む市町村や保健所などに対し訪問看護に関する情報を提供する場合の料金

厚生労働大臣の定める疾病等の利用者のうち、利用者の通う義務教育諸学校及び保育所、幼稚園、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校へ、入学・入園や転学・転園等に

より初めて在籍することとなる利用者について、当該学校等からの求めに応じて訪問看護に関する情

報を提供する場合の料金

利用者様が保険医療機関等に入院、又は入所する時に訪問看護に関する情報を提供する場
合の料金

訪問看護ターミナルケア療養費1
自宅等で、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内
容を踏まえ利用者本人様と話し合いを行い、利用者本人様の意思決定を基本に主治医や他の
関係者と十分な連携を図り、終末期の看護サービスを提供した場合の料金

喀痰吸引等(＊)を必要とする利用者様に、喀痰吸引等を行う介護職員に対し支援した場合の
料金

オンライン資格確認等システムを通じて利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用、計画的
な管理を行い評価した料金

看護・介護職員連携強化加算
＊　口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻、腸瘻による経管栄養又は経鼻経
管栄養

訪問看護医療ＤＸ情報活用加算

2,500 円/回

在宅患者連携指導加算 3,000 円/回
医療関係職種で共有した情報をもとに指導を行い、その内容を他職種に情報提供した場合の
加算料金

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000 円/回
急変や治療方針の変更があったときに、医療関係者が利用者宅で話し合いを行い必要な指導
を行った場合の加算料金

8,000 円/回
退院（退所）前に、病院や老人保健施設において退院（退所）後の在宅療養について指導、相
談を行った場合の加算料金

退院支援指導加算

厚生労働大臣が定める病気などの利用者に、退院日に訪問し、療養上必要な指導を行った場
合の料金

厚生労働大臣が定める状態にある利用者に、退院日に訪問し、長時間にわたる療養上必要な
指導を行った場合の料金

特別管理指導加算 2,000 円/回
厚生労働大臣が定める病気などの利用様に、上記の指導、相談を行った場合に追加される料
金

退院時共同指導加算

２４時間対応体制加算

特別管理加算

2,500 円/月
特別な医療管理を必要とする利用者から、看護に関する意見を求められた場合に常時対応で
き、計画的な管理を行える体制をとっている場合の加算料金

5,000 円/月 上記の利用者が、留置ｶﾃｰﾃﾙを装着するなど定められた状態にある場合の加算料金

 



 

利用者様も、下記の場合には公的保険を利用していただくことができません。

　その場合の訪問看護料金についてご説明いたします。

　なお、負担割合は10割です。

訪問看護等利用料金（公的保険を利用できない場合） 説明及び同意

公益社団法人　新潟県看護協会

訪問看護ステーションにいがた

　高齢者の医療の確保に関する法律や健康保険法、介護保険法等公的保険による訪問看護を利用している

公的保険を
利用できない場合

利用料金

営業日・営業時間の基本利用料金 30分ごとに　4,000円

営業時間 ８時４５分～１７時３０分

居宅等（自宅や施設など住まう場所）以外で、訪問看護サービスを利用するとき

　【例】　・早急な受診を要するが、どうしてもご家族様等に同行いただけない場合の受診支援

　　　　　・医療機器を装着している利用者様が、イベント、冠婚葬祭などに参加し

　　　　　　　医療処置を要するが、ご家族様等の援助が受けられない場合の支援　

　＊ご家族様などに、援助していただくことを原則としています。

営業日・営業時間以外の利用料金 基本利用料金に、1日につき1,500円を加算

営業日以外 土日、祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日

営業時間以外 上記の営業時間外

交通費

事務所から、上記のケアを実施する場所までの距離(片道)に応じた金額

　ただし、通常の訪問看護サービスに引き続き、このサービスを提供した場合は、
通常の訪問看護サービスの交通費とします。

公共交通機関(タクシー代含む)等を使用した場合は、実費をご請求いたします。

０～２Km未満：１００円+消費税　　２～５Km未満：２００円+消費税　５Km以上：３００円+消費税

 

 

 

 

 


